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○釧路市湿原関連施設共通使用料条例  

平成１９年３月２２日  

釧路市条例第２９号  

改正  平成２６年３月２０日条例第４号  

平成３１年３月２２日条例第８号  

令和元年６月２８日条例第２号  

令和７年３月２５日条例第２２号  

（趣旨）  

第１条 この条例は、湿原関連施設の共通使用料について、必要な事項を定

めるものとする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

（１） 湿原関連施設  釧路市湿原展望台、釧路市阿寒国際ツルセンター、

釧路市丹頂鶴自然公園、釧路市立博物館及び釧路市動物園をいう。  

（２） 共通使用料  一定期間において、高校生以上の者が湿原関連施設

の複数の施設に入館又は入園（同一の湿原関連施設においては、１回の

入館又は入園に限る。）をする場合の使用料をいう。  

（３） 関係条例  次に掲げる条例をいう。  

ア  釧路市湿原展望台条例（平成１７年釧路市条例第１５９号）  

イ  釧路市阿寒国際ツルセンター条例（平成１７年釧路市条例第１６４

号）  

ウ  釧路市丹頂鶴自然公園条例（平成１７年釧路市条例第２１４号）  

エ  釧路市立博物館条例（平成１７年釧路市条例第２５８号）  

オ  釧路市動物園条例（平成１８年釧路市条例第２１号）  

（４） 指定管理者  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」

という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。  

（共通使用料）  
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第３条 共通使用料の対象施設、金額等は、別表のとおりとする。  

２  共通使用料は、最初に入館又は入園（以下「入館等」という。）をしよ

うとする湿原関連施設の入館等のときに納めなければならない。ただし、

市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。  

（共通使用料の納付の効果）  

第４条 共通使用料を納付した者については、当該納付した共通使用料の範

囲内において、関係条例による湿原関連施設の入館料又は入園料（以下「入

館料等」という。）を納付したものとみなす。  

（共通使用料の不還付）  

第５条 既納の共通使用料は、還付しない。ただし、市長等は、特に必要が

あると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。  

（指定管理者の収入）  

第６条 関係条例において入館料等を利用料金（法第２４４条の２第８項に

規定する「利用料金」をいう。以下同じ。）として指定管理者の収入とす

ることとされている湿原関連施設（以下「利用料金適用施設」という。）

において納付を受けた共通使用料相当額は、利用料金として指定管理者の

収入として収受させるものとする。  

（利用料金適用施設に係る読替規定）  

第７条 利用料金適用施設にあっては、第３条第２項ただし書中「市長又は

教育委員会（以下「市長等」という。）」とあるのは「指定管理者」と、

第５条ただし書中「市長等は、特に必要があると認めるときは」とあるの

は「指定管理者は、規則で定めるところにより」と読み替えてこれらの規

定を適用する。  

（委任）  

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  
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１  この条例は、平成１９年６月１日から施行する。  

（釧路市都市公園条例の一部改正）  

２  釧路市都市公園条例（平成１７年釧路市条例第２１１号）の一部を次の

ように改正する。  

（「次のよう」省略）  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

４  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１５条まで、第１８条、第

１９条、第２１条から第２５条まで、第２８条、第２９条、第３１条、第

３２条、第３６条、第４４条、第５４条、第５７条、第６０条、第６４条

及び第６８条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第２項第

４号から第６号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使用、占

用、入場、観覧、採取等（以下「使用等」という。）に係る使用料等であ

って、施行日以後に支払を受けるべきもの（施行日前に発行した納入通知

書に係るものを除く。）について適用し、施行日前の使用等に係る使用料

等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した

納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。  

５  次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回

数券又は定期券に係る使用料等（有効期間があるものにあっては、有効期

間の末日が施行日以後であるものに限る。）によるそれぞれの公の施設の

使用等については、なお従前の例による。  

（１）及び（２）  略  

（３） 第４１条の規定による改正前の釧路市湿原関連施設共通使用料条

例第３条  同条例別表に規定する５施設共通使用料  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置
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は、規則で定める。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

改正  令和元年６月２８日条例第２号  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（使用料等の改定に係る経過措置）  

５  この条例（第１条、第９条、第１２条から第１６条まで、第２１条、第

２３条から第２６条まで、第２９条、第３０条、第３２条から第３４条ま

で、第３７条、第４０条、第４５条、第５７条、第６０条、第６３条、第

６７条及び第７１条を除く。）による改正後のそれぞれの条例の規定（第

２項第３号から第５号までに規定する規定を除く。）は、施行日以後の使

用、占用、入場、観覧、採取、入港等（以下「使用等」という。）に係る

使用料等（第９項に規定する使用料等を除く。）であって、施行日以後に

支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等

又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例によ

る。  

６  次の各号に掲げる規定により施行日前に納入された当該各号に掲げる回

数券又は定期券に係る使用料等（有効期間があるものにあっては、有効期

間の末日が施行日以後であるものに限る。）によるそれぞれの公の施設の

使用等については、なお従前の例による。  

（１）及び（２）  略  

（３） 第４２条の規定による改正前の釧路市湿原関連施設共通使用料条

例第３条  同条例別表に規定する５施設共通使用料  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  
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附  則（令和７年３月２５日条例第２２号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

別表（第３条関係）  

  入館等の対象施設  単位  金額  

５施設共

通使用料  

釧路市湿原展望台、釧路市阿寒国際ツ

ルセンター、釧路市丹頂鶴自然公園、

釧路市立博物館及び釧路市動物園  

１人５日間

につき  

１，０３０円  

 


